
Ⅵ　肝疾患に関する制度

（（２２））定定期期検検査査費費用用のの助助成成  
B 型・C 型肝炎ウイルスの持続感染者（キャリア）の検査費用（年

度内に 2 回分）を助成しています。 
 

 

 

 

対
象
者

次のすべてを満たす方が対象です。 

①広島県に住民票がある。 

②医療保険の被保険者などである。 

③フォローアップシステムへの登録に同意した。 

④慢性肝炎、肝硬変、肝がんのいずれかと診断された。 

※治療後の経過観察期間を含みます。 

※無症候性キャリアの方は対象外です。 

⑤現在「肝炎治療受給者証」を持っていない。 

⑥世帯の市町民税（所得割）が 23 万 5,000 円未満である。

 
対
象
費
用

初診料（再診料）、ウイルス疾患指導料、検査費用※ 

※対象となる検査項目は申請窓口または県庁薬務課にお問合

せください。

 

自
己
負
担
額

世帯の課税額により、1 回あたり次の自己負担が生じます。 
 

 
また、助成対象外の検査などがあれば、その費用も自己負担す

ることになります。
 

請
求
期
限

検査日から 1 年以内 

※年度内に 2 回分まで請求できます。

 区分 診断名 自己負担額
 

住民税非課税世帯
慢性肝炎、肝硬変、

肝がん
0 円

 
上記以外の方

慢性肝炎 2,000 円
 肝硬変、肝がん 3,000 円
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Ⅵ　肝疾患に関する制度

 

初初回回精精密密検検査査・・定定期期検検査査費費用用のの助助成成ににつついいてて  

１１　　概概要要  
「広島県肝疾患患者フォローアップシステム」（58 ページ）の登

録者に対し、検査費用の一部を助成しています。 

検査費用を支払ったあと、県に請求することで対象の金額を受け

取ることができます。 

 

（（１１））初初回回精精密密検検査査費費用用のの助助成成  
初めて B 型・C 型肝炎ウイルス陽性と判定された後に受ける精密

検査費用（1 回分）を助成しています。 
 

 

対
象
者

次のすべてを満たす方が対象です。 

①広島県に住民票がある。 

②医療保険の被保険者などである。 

③フォローアップシステムへの登録に同意した。 

④次のいずれかの肝炎ウイルス検査で初めてB型またはC型

肝炎ウイルス陽性と判定された。 

・県または市町の検査 

（特定感染症検査等事業、健康増進事業） 

・職域で実施する検査 

・妊婦健診の検査 

・手術前に行う検査

 
対
象
費
用

初診料（再診料）、ウイルス疾患指導料、検査費用※ 

※対象となる検査項目は申請窓口または県庁薬務課にお問合

せください。

 
請
求
期
限

陽性と判定された結果通知日から 1 年以内 

※妊婦健診、手術前の検査については、特段の事情がある場合

は 1 年以内でなくても請求できることがあります。
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60 61



Ⅵ　肝疾患に関する制度

申請後、入金までに 2 か月程度かかります。 

（（２２））定定期期検検査査費費用用のの助助成成  
検査日から 1 年以内に次の書類をそろえて県庁・県保健所（支所）

に申請してください。年度内に 2 回分まで申請できます。 
 

 
書類の種類 入手先

 
①様式第 2 号　支給申請書 県庁薬務課、 

県保健所 

(支所)

 ②様式第 3 号　医療費確認書 

・検査を受けた医療機関が記載します。
 

③領収書（原本またはコピー） 医療機関、 

薬局  
④保険点数などが記載された書類(診療明細書など)

 ⑤受診調査票のコピー 

・申請年度または前年度のもの
－  ⑥振込先金融機関の口座が分かる書類 

（預金通帳のコピーなど）
 ⑦世帯全員の住民票の写し 

※住民票に個人番号を表示したものを提出する場合は、⑧は省略でき

ます。様式第５号 同意書を添えて提出してください。

お住まいの

市(区)役所、 

町役場

 
⑧世市町民税(所得割額)の課税年額を証明する書類 

・住民票上の世帯全員分（義務教育期間までで、課税

のない方については不要です） 

・申請日に取得できる最新年度のもので、世帯全員

が同じ年度のもの 

・⑨を提出する場合は「所得控除対象者の人数・内

訳」が記載されたもの

 ⑨様式第 4 号　合算除外申告書※ 

・⑧の計算から除外したい方がいる場合のみ 県庁薬務課、 

県保健所 

(支所)

 ⑩⑨で除外したい方の資格確認証等のコピー等 

※※個人番号による情報連携を用いての確認も可能です。

 
⑧委任状(申請者と口座名義人が違う場合)
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２２　　助助成成をを受受けけるるたためめのの手手続続ききななどど  
（（１１））初初回回精精密密検検査査のの助助成成  

肝炎ウイルス検査の結果通知日の1年以内に次の書類をそろえて

県庁・県保健所（支所）に申請してください。 
 

 
※肝炎ウイルス検査の種類が分かる書類は、受けた検査の種類に

応じて次のものを提出してください。 

・県市町検査：結果通知書等 

・職 域 検 査：様式第 1-2 号　職域検査受検証明書 

または　職域の検査であることが分かる書類 

・妊 婦 健 診：母子手帳のコピーなど 

・術 前 検 査：肝炎ウイルス検査後に受けた手術料が算定され

たことが分かる診療明細書のコピーなど 

 
書類の種類 入手先

 
①様式第 1-1 号　支給申請書

県庁薬務課、 

県保健所(支所)
 

②領収書（原原本本）
医療機関、 

薬局
 ③保険点数などが記載された書類 

（診療明細書など）
 

④肝炎ウイルス検査結果通知書のコピー

－

 
⑤肝炎ウイルス検査の種類がわかる書類※

 ⑥受診調査票のコピー 

・申請年度または前年度のもの
 ⑦振込先金融機関の口座が分かる書類 

（預金通帳のコピーなど）
 

⑧委任状（申請者と口座名義人が違う場合）

県庁薬務課、 

県保健所(支所)

 
⑨申立書 

・妊婦健診、手術前の検査で結果通知日から 1

年以内に申請できなかった事情がある場合
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申請後、入金までに 2 か月程度かかります。 
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・検査を受けた医療機関が記載します。
 

③領収書（原本またはコピー） 医療機関、 

薬局  
④保険点数などが記載された書類(診療明細書など)

 ⑤受診調査票のコピー 

・申請年度または前年度のもの
－  ⑥振込先金融機関の口座が分かる書類 
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Ⅵ　肝疾患に関する制度

 

障障害害年年金金・・身身体体障障害害者者手手帳帳  

１１　　障障害害年年金金  
障害によって生活や仕事等が制限される場合に受け取ることがで

きる年金です。 

肝臓病で障害年金の対象となるのは、慢性肝疾患の結果生じた肝

硬変症と付随する病態（食道静脈瘤、特発性細菌性腹膜炎、肝がん

等）です。慢性肝炎は原則として認定の対象になりませんが、障害

の状態によっては認定の対象となります。 

ままずずはは病病院院ののソソーーシシャャルルワワーーカカーーななどどににごご相相談談くくだだささいい。。  

 

（（１１））障障害害年年金金をを受受けけるる要要件件  
次の１～３の全ての要件を満たすと障害年金が支給されます。 

 
 障害基礎年金 障害厚生年金
 １ 初診日が次のいずれかである 

・国民年金加入期間 

・20歳前又は日本に住む60

歳以上 65 歳未満で年金制

度に加入していない期間

初診日が厚生年金保険の被保

険者の間である

 ２ 障害認定日※１に障害等級表

の 1 級か２級に該当※２

障害認定日に障害等級表の１

～３級のいずれかに該当※３

 ３ 【初診日に 65 歳未満の場合】 

初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直

近 1 年間に保険料の未納がないこと。 

【初診日に 65 歳以上の場合】 

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者

期間で、国民年金の保険料納付済期間（厚生年金保険の被

保険者期間、共済組合の組合員期間を含む）と保険料免除

期間をあわせた期間が 3 分の 2 以上あること。
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対象費用を県で計算して支払うため、請求額と支払額は異なる場

合があります。 
 

申請後、入金までに３か月程度かかります。 

（１）（２）の申請に必要な様式は、県ホームページからも入手

できます。 

 

 

 
 

初回精密検査・定期検査費用助成の申請・お問合せ先 
 

県庁薬務課肝炎対策グループ（☎082-513-3078） 

県保健所（支所）（73 ページ参照） 

 

 

◍ MEMO ◍ 

 

 

広島県　初回精密検査　定期検査 □
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